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昭
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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
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「
陸
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ノ
法
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ニ
関
ス
ル
条
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」
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改
正
に
関
す
る
質
問
主
意
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こ
れ
は
、
「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
条
約
」
に
規
定
す
る
一
般
原
則
の
範
囲
を
超
え
た
在
外
資
産
の
処
理
が 

合
衆
国
政
府
及
び
軍
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
こ
と
、
「
日
本
国
と
の
平
和
条
約
」
に
よ
つ
て
そ
の
効
力
を
承
認
し
た
こ 

と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。 

第
二
次
世
界
大
戦
が
終
結
し
て
す
で
に
三
十
五
年
が
経
過
し
た
。
し
か
し
、
引
揚
者
の
在
外
資
産
の
補
償
問
題 

 

は
、
関
係
者
の
尽
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
極
め
て
不
満
足
な
形
で
処
理
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
こ
と
は
、
先
に
我
が
党
の
受
田
新
吉
氏
よ
り
昭
和
五
十
年
六
月
二
十
四
日
に
提
出
さ
れ
た
「
引
揚
者
の
在 

 

外
財
産
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
及
び
こ
れ
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
七
五
第
二
四
号
）
に
よ
つ
て
も
、

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
際
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
再
び
起
こ
ら
ぬ
よ
う
、
戦
争
に
よ
る
非
戦
闘
員
の
物
的
犠
牲
に 

 

つ
い
て
は
被
害
者
た
る
人
民
の
国
籍
国
政
府
に
よ
つ
て
補
償
措
置
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
規
定
し
た 

「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
条
約
」
の
改
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

新
た
な
「
戦
争
法
規
に
関
す
る
条
約
」
の
制
定
を
、
政
府
に
お
い
て
国
際
連
合
に
提
案
す
る
意
思
は
な
い
か
と
質
問

し
た
の
に
対
し
、
政
府
よ
り
そ
の
必
要
は
認
め
ら
れ
な
い
と
の
答
弁
が
あ
つ
た
。 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
「
ヘ
ー
グ
陸
戦
条
規
」
の
改
正
を
国
連
に
提
訴
す
る
会
（
城
戸
忠
愛
氏
・
北
条
秀
一
氏

等
）
の
有
志
に
よ
つ
て
、
先
の
質
問
書
と
同
様
の
趣
旨
を
内
容
と
す
る
請
願
が
国
際
連
合
に
対
し
て
提
出
さ
れ
、 

 

昭
和
五
十
四
年
二
月
一
日
に
こ
れ
が
受
理
さ
れ
た
事
実
が
あ
る
。
そ
の
時
国
際
連
合
の
関
係
者
に
よ
り
、
「
こ
の 

 

よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
政
府
を
し
て
、
ヘ
ー
グ
の
陸
戦
条
規
の
改
正
を
国
連
に
提
案
せ
し
め
る
こ
と 

 

が
最
も
適
切
で
あ
る
」
旨
の
示
唆
が
あ
つ
た
。 

一 

「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
条
約
」
の
改
正
に
関
す
る
請
願
が
国
連
で
受
理
さ
れ
た
事
実
を
承
知
し
て
い
る

か
。 

こ
の
よ
う
な
新
た
な
事
実
を
踏
ま
え
て
、
「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
条
約
」
の
改
正
問
題
に
関
し
、
以
下
の 

 

事
項
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

 

五 

二 
前
記
の
事
実
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
請
願
に
対
す
る
我
が
国
政
府
の
見
解
を
う
か
が
い
た
い
。 

三 

「
戦
争
に
よ
つ
て
損
害
を
受
け
、
又
は
没
収
さ
れ
た
私
有
財
産
の
補
償
は
、
被
害
者
た
る
人
民
の
国
籍
国
政 

 

府
の
責
任
で
行
う
」
旨
を
内
容
と
す
る
「
陸
戦
条
規
」
の
改
正
に
つ
い
て
、
国
連
総
会
に
お
け
る
審
議
を
求
め
る

意
思
が
あ
る
か
。 

右
質
問
す
る
。 

 


